
【質疑回答書】世田谷区地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）運営事業者の募集に係る質疑および回答

カテゴリー 質疑 回答

全般 フォント（字体）の指定はあるか。 ありません。

全般

（様式7～14）

応募事業者が特定、または推測されるような内容の表記は避けるよう指示が出て

いるが、現在世田谷区で受託している地域包括支援センターが主催している地域

の事業等に関する記載はしない方がよいのか。

現在、世田谷区で実施している事業に関しても記載していただいて結構です。ただ

し、実施している自治体名や地域名の記載は避ける、固有名詞は使用しないなどの配

慮をしてください。

全般

（様式10,13,14）

様式10 、様式13 、様式14 は行の追加可能とあるが、ページ数に上限はあるの

か。

上限はありません。

ただし、読みやすさにも配慮し、適宜項目をまとめるなど伝わりやすい資料を作成

してください。

様式7

「２．管理・運営体制」と「３．公正中立」のように１ページに２つの課題が収

められているが、提案量が異なる場合に、枠の調整を行ってよいか。

（同ページ内で２が大きくし、その分３を小さくなる等）

枠の大きさは変更せず、与えられた枠内で回答してください。

様式7

枠の拡張はできないとあるが、1ページに2項目ある場合、

1項目を広げて、もう1項目を狭めても1ページに収まればよいと解釈しても良い

か。

枠の大きさは変更せず、与えられた枠内で回答してください。

様式7,8 下部のページ番号（様式７-1、様式８-1など）は、消去してよいか。 ページ番号は、削除せず残して提出してください。

様式9

「（１）職員の勤務形態（勤務時間等）」において、

多様な働き方を導入し、複数の勤務パターンやシフトが存在する場合に、すべて

の勤務パターン等を記載する必要があるのか。

もしくは、基本的な勤務時間帯を記入すればよいか。

基本的な勤務時間帯を記入してください。

様式9,10 非常勤記入欄について、非常勤の配置予定がない場合は、空欄のままでよいか。 空欄のまま提出してください。

様式10
「介護予防支援予定件数」（様式１０）は、１名あたりの上限は２０件が目安で

あるが、下限はあるのか。
ありません。

様式11
様式10「その他職員」として記載するものについては、様式１１（３職種の配置

予定）の添付不要と解してよいか。
お見込みのとおりです。３職種の方のみ様式１１を作成してください。

様式11

「採用予定計画または資格取得計画及び職員確保の確約」における「職員確保の

確約」とは、届出を出した職員の配置を確約するものか？

それとも少しでも配置職員に変更の可能性がある場合は、色のついた項目以外は

記入しないほうが良いのか。

現時点で、配置を想定している職員がいる場合は、その方についてすべての項目を記

入してください。

そのうえで、「職員確保の確約」では、やむを得ず配置職員を変更する場合に代替

となる職員を採用するなども含めて、「３職種の職員を確実に配置すること」を確

約してください。

様式14

地域包括支援センターの運営をバックアップするために、法人本部でかかわる諸

経費(人材の採用・育成、研修、日常業務や夜間や祝日のバックアップ、福利厚

生などの諸経費)について、その収入・支出の記載は、どのように行うのか。

法人のバックアップも含めて、地域包括支援センターの運営に係る経費を記載してく

ださい。

また、細かな経費は適宜事務費や諸経費としてまとめるなどして記載してください。

まとめ方に関する決まり等はありません。

委託料

地域住民に対する各種相談や講座の実施において、運営法人所有の会場を使用し

たり、法人の他業務に従事する専門職を講師に招いた場合、使用料や講師料を委

託料の中から支払うことは可能か。

法人内外問わず、委託料には講師謝礼相当分（会場使用料等含む）を含んでおりま

すので、その中で運営してください。

委託料

事業委託金額の上限額(別紙1  地域包括支援センター別地区概況)について、管理

費や消費税も含めた委託料の総額の上限と解するものなのか。

それとも、管理費等は別に算定されるものなのか。

管理費や消費税も含めた委託料の総額の上限です。

ただし、単価払い事業である介護予防ケアマネジメントは除きます。

委託料

【事務局より】

募集要項P11、12に記載の単価払い事業に係る令和6年度の単価が変更になりま

したので、この場を借りて周知いたします。

【変更後】

ケアマネジメントA（原則的なケアマネジメント） …5,038円

ケアマネジメントA 初回加算          …3,420円

ケアマネジメントA 連携加算          …3,420円

ケアマネジメントB（簡略化したケアマネジメント）…5,038円

ケアマネジメントB 初回加算          …3,420円

ケアマネジメントB 連携加算          …3,420円

ケアマネジメントC（初回のみのケアマネジメント）…4,879円

ケアマネジメントC 連携加算          …3,420円

※上記は令和6年度の単価です。令和７年度以降は変更になる可能性があります。


